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今週のキーワード 

利益が出ているのに会社を畳まなければならないこと。経営者の高齢化と後継者不足が主な

要因で、とりわけ技術の伝承がなされていない製造業で多く起こっている。経済産業省の試算

によれば、2027年までに70歳を超える中小企業経営者は約245万人と推計されており、経済活

性化のためにもスムーズな事業承継が求められている。 
黒字廃業 

 

教育資金の一括贈与非課税措置 
所得制限等対象限定し２年延長 
 

2013年度税制改正で導入された祖父母などから教

育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置は、

2019年度税制改正において、対象を限定した上で適

用期限を2021年3月31日まで2年間延長する。同非課

税措置は、祖父母などから30歳未満の子や孫に教育

資金を一括して贈与する場合、1人当たり1500万円ま

で非課税となる。高齢者に偏る金融資産を若年層に

移転させる狙いがあり、活用する高齢層も多い。 

改正では、新たに所得制限を設け、2019年4月以降

は贈与を受ける子や孫の前年の合計所得金額が1000

万円を超える場合は非課税の適用が受けられない。

さらに、2019年7月以降は、教育資金の範囲から、学

習塾やピアノ、絵画教室など学校以外に対して支払

われる習い事の金銭（500万円が限度）を、子や孫が

23歳になって以降は非課税の対象から外す。ただし、

教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費

用は除外しない。 

また、2019年4月以降に贈与者（祖父母等）が死亡

した場合、死亡前の3年間に贈与した財産のうち、教

育費に使わずに残っている分があるときは、受贈者

（子や孫）が贈与者から相続や遺贈により取得した

ものとみなされ、相続財産に加算されて課税される。

ただし、贈与者が死亡の日に、受贈者が、(1) 23歳

未満の場合、(2)学校等に在学中の場合、(3)教育訓

練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している

場合は除かれる。 

7割近くまで迫る日本企業の後継者不在率 
事業承継サービスが活発化 
 

 帝国データバンクによれば、2018年10月時点で

の日本企業の後継者不在率は66.4％。前年から

1.5ポイント上昇した。また、後継候補の選定が

済んでいる企業の約4割が「同族承継」。子ども

などの身内に頼らざるを得ないのが現状だ。 

 実際、後継者不在によって黒字廃業する企業は

非常に増えている。例えば「痛くない注射針」で

知られ、「現代の名工」にも選ばれた岡野工業の

廃業が大きなニュースになった。中小企業庁の試

算によれば、黒字廃業によるGDP喪失額は今後10

年間で22兆円にのぼる見込みだ。 

 こうした現状を受け、事業承継をサポートする

サービスが続々登場している。ポッカ社のMBOな

どを手がけたアドバンテッジパートナーズは、全

国の地場産品メーカー等を対象とした投資枠を

設けた。あおぞら銀行と日本アジア投資が共同設

立したAJキャピタルは、出資者である地銀7行の

顧客企業への支援、経営人材や協業先の紹介など

を行っている。 

 また、中小企業向け保険のエヌエヌ生命保険

は、経営者死亡後の後継者支援サービスを開始。

事業承継に関して相談相手がいない企業向けに、

税理士などの第三者によるセカンドオピニオン

サービスの提供や、後継者の声をオンラインで公

開する「後継者コミュニティ」を展開している。 

 人口減少社会となった日本において、さらに深

刻化する後継者問題。これらのサービス活用も視

野に入れ、早めの対策を講じていく必要がある。 
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